
施策マネジメントシート　～令和６年度の振り返りから令和７年度の取組へ～

（５月中に記入）

8 R6 ○ R7 ○

対象 意図

施策の目標指標

市民アンケート調査の結果（施策に関する重要度と満足度）

重要度(%) 満足度(%)

83.4 23.4

重要度DI 満足度DI

81.8 -6.6

施策推進のための取組の成果を測る指標

②-1　振り返り（Check）　

施策を取り巻く環境変化・市民ニーズ等への対応

［農林水産課］
基本事業№26・27・28

・国際情勢等の変化により、飼料・肥料・燃油等の農業用資材が高騰し、農家の経営や生産基盤の維持・継続に大きな影響が
生じている。さらに、子牛価格等の低迷等が長期化していることから、畜産農家に対して生産基盤の維持・経営継続ための緊急
的な支援を行った。
・サツマイモ基腐病については、各農家の防除対策の徹底等により、発生が少ない状況で推移し、平均反収も前年度と比較し
増加傾向となり、被害が少なかった令和元年産の約８割まで回復した。
・令和６年12月にかごしまブランド「かごしまのばれいしょ」のブランド団体にJA種子屋久が認定された。併せて、ばれいしょの産
地拡大に向けJA種子屋久が新たに導入した選果施設の国庫補助活用について支援を行った。
・令和６年産の荒茶生産量において、鹿児島県が静岡県を上回り、初の全国１位となった。
・有害鳥獣対策については、シカ被害が低減傾向にあるものの、今年度は冬作の豆類やブロッコリーにおいて、ヒヨドリの被害
が多く見られた。
・少子高齢化に伴う労働力不足を解消するため、受託作業を行う農業振興公社への継続的な支援や、担い手の中心である認
定農業者の育成を図るため、市独自での機械導入等の支援を行った。

（0.9）

農地利用の最適化 担い手への農地集積率（%） 30.7 33 34.9 35.7
31.4
（46.0） （50.0）

農地利用の最適化
3-5
5-9

遊休農地の割合（%） 2.11 2.48 3.83 2.27
2.1
（1.2）

33 34.9 35.7

多様な担い手育成（農業）
2-4
3-5

農業粗生産額（千円）
（過去５か年の平均値）

6,182,719 5,894,761 5,755,331 5,575,979
5,442,117
（5,949,049） （6,150,000）
31.4
（46.0） （50.0）

1,543,975
1,497,894
（1,761,100） （1,900,000）

産地づくり（流通加工販売
体制の整備）

畜産粗生産額（過去５か年の
平均）

2,547,709 2,430,911 2,332,425 2,197,368
2,071,462
（2,547,800）

産地づくり（流通加工販売
体制の整備）

1-1・2、
2-3、3-
6、4-8、
14-37

園芸粗生産額（過去５ヶ年の
平均値）

1,910,366 1,733,272 1,624,988

（2,700,000）

多様な担い手育成（農業） 担い手への農地集積率（%） 30.7

164
170
（215） （235）

農業農村整備
多面的機能支払交付金組織
数（組織）

- 34 34 34

農業農村整備

2-3

ほ場整備率（%） 47.4 47.4 47.4 47.6
47.5
（51.0） （52.0）

農業農村整備 農道整備率（%） 50.5 50.8 50.9 50.9
51.1
（54.0） （55.0）
33
（37） （38）

農業農村整備
鳥獣侵入防止柵設置数延べ
面積（ha）

138 156 160

基本事業名
関連
戦略
№

成果指標（単位）
指標の推移（下段の（　）書きは当初見込み値）

２年度実績 ３年度実績 ４年度実績

84.3 -10.3 81.6 -15.3 84.4 -24.1

５年度実績 ６年度実績 ７年度目標

86.6 23.2 83.9 18.5 86.8 16.9

重要度DI 満足度DI 重要度DI 満足度DI 重要度DI 満足度DI 重要度DI 満足度DI

令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 令和７年度実績

重要度(%) 満足度(%) 重要度(%) 満足度(%) 重要度(%) 満足度(%) 重要度(%) 満足度(%)

（0.90）

担い手等への農地集積率
（％）

30.66 33.04 34.94 35.71
31.39
（46.00） （50.00）

遊休農地の割合（％） 2.11 2.48 3.83 2.27
2.1
（1.20）

農業者
所得を増やす
担い手（新規就農者）を増やす

（7,925）

新規就農者数（人） 1 2 1 2
2
（3） （3）

１戸当たりの農業粗生産
額（千円）
（過去５か年の平均値）

5,343 5,924 6,175 6,385
6,637
（7,666）

①計画⇒実施　（Plan⇒Do）　　

長期振興計画
の位置づけ

まちづくり分野 しごと分野 担当課 農林水産課・農業委員会

政策分野 地域産業 課長名 岩下栄一・中野賢二

目標指標（単位）
指標の推移（下段の（　）書きは見込み値）

令和２年度実績 令和３年度実績 令和４年度実績 令和５年度実績 令和６年度実績 令和７年度目標

施策 農業の振興 重点施策の該当

施策の目的
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施策の成果（貢献度の高い事業等）と現状・課題

成果 現状・課題

［農林水産課］
基本事業№26・27・28

【農業農村整備】
・継続する県営事業として、畑地帯総合整備事業の西京南地区、横山
地区、中山間地域総合整備の西之表創生地区、農業水利等長寿命
化・防災減災事業（西京ダム安全施設、西俣１号井堰、西俣２号井
堰）、農地整備事業（通作・保全）住吉地区で基幹農道の路面改良に
取り組み農業生産性の向上に繋げた。さらに令和４年度から実施して
いる安納下郷と現和武部を結ぶ基幹農道を整備する農地整備事業
（通作・基幹）現和地区（R4-R12、L=6.2Km）については、測量設計や
用地調査等を行った。
・通作条件の改善や安定した農業用水の確保、災害防除等を目的に
令和５年度から実施している農道整備事業、畑地かんがい施設整備
事業、用排水路施設整備事業については、それぞれ測量設計・用地
買収・実施設計・工事等を行った。
・10月の台風により農地・農業用施設（農地６件・農道５件・水路４件）
に災害が発生したため国の補助金を活用し、復旧工事を行った。
・有害鳥獣対策については、例年に比べヒヨドリの被害が見られたも
のの、シカ等については、金網柵の設置や市猟友会との連携により計
画的な捕獲活動（R6実績：シカ2,245頭、カラス761羽、カモ10羽、ヒヨド
リ100羽）に取り組み、農業被害は全体的に低減された。
・農業振興地域整備計画の全体見直しを図るため、令和４年度から実
施していた基礎調査が完了した。

【産地づくり】
・サツマイモ基腐病について、防除支援員による巡回を通じきめ細か
な指導等を行うとともに、国や市単独の助成事業により農薬や資材・
排水対策に要する費用等の負担軽減を図ったことにより、生産量は被
害が少なかった令和元年産の約８割まで回復した。
・有機農業については、茶・さとうきび・青果用さつまいもで取り組む農
家において、学習会や現地検討会等を行い、栽培技術の向上と生産
拡大に繋げた。
・ばれいしょ選果機の更新で、市場性の高い高品質なばれいしょの集
出荷体制が図られた。
・農業振興公社の安納いもバイオ苗育苗施設のシステム導入を支援
することで、労働力補完するとともに優良種苗の安定生産・供給に繋
げた。
・地理的表示保護（GI）産品である「種子島安納いも」については、ブラ
ンド戦略を推進するプロジェクトチームの立上げとともに、生産面の強
化と併せ、新たなロゴデザインによる統一箱やのぼり・法被のほか、
PR動画やコンセプトブックを制作し、さらなるブランド力の向上を図っ
た。
・さとうきびにおいて作業料金や夏・秋植えに対する一部助成をするこ
とで、反収向上を図り、経営の安定化へ繋げるとともに、機械導入によ
り受委託体制の強化、生産量及び生産額の増加に努めた。
・輸入粗飼料の高騰が続いていることから、西之表市自給飼料供給セ
ンターの指定管理者である市農業振興公社と牧草の栽培実証を行う
など生産性向上と安定供給に向けた取組を行った。
・令和６年度から新たに家畜損耗防止事業として、子牛の疾病予防対
策を行った。
・子牛相場が低迷する中、畜産クラスタ―実証事業を活用し、島外の
購買者訪問を実施した。
・スマート農業の普及・実装を目的に、県や関係機関と連携し、研修・
実証に取り組んだ。

【多様な担い手育成】
・市内10地区で地域農業の将来の在り方について話合いを行い、そ
の結果をもとに地域計画を策定した。併せて、将来の在り方を明確化
した設計図である目標地図を農業委員会と連携して作成した。
・農業振興公社の人材不足について、職員の処遇改善の一環として
給与の見直しについて第三者としての提言を行い、改善を図った。
・認定新規就農者に農業次世代人材投資資金及び新規就農者育成
総合対策（経営開始資金）を交付し、定着させることで担い手の育成
に繋げた。
・認定新規就農者から認定農業者への移行を積極的に進め、若い担
い手の確保に繋げた。
・担い手の中心である認定農業者の規模拡大や経営改善を図るた
め、令和６年度より新たに機械導入等に対する支援を行い、担い手の
育成に繋げた。

【農業農村整】
・相続未登記・所有者不在等があり、県営事業の進捗に
影響が出ている。
・老朽化した基幹的な農業水利施設の長寿命化対策が
喫緊の課題であるが、資材高騰も重なり、事業費の予算
確保が厳しい。
・多面的組織の構成員が高齢化しており、事務処理の簡
素化を求める声が多い。手続上、４月～６月の活動の繁
忙期に交付金が支給できないため、組織活動に支障を
来している。
・地域情勢の変化により、農用地区域からの除外相談が
年々増えている。今年度、農業振興地域整備計画の全
体見直しに伴い個別の除外ができないことから、関係機
関と連携してスムーズな法手続を行う必要がある。

【産地づくり】
・農業用資材の高騰や高齢化による労働負担の増、気
候変動の影響等により農畜産物の生産量が減少する要
因となっている。併せて、環境に配慮した取組も求めら
れている。
・青果用さつまいも等の農畜産物については、安定出荷
と併せ、他産地と差別化を図るなど、如何に付加価値を
向上させるかが課題である。
・さとうきびは、さつまいもからの転作等で栽培面積が増
えたが、収穫受託組織や精脱葉施設等への負担も増加
し、人員の確保や体制の維持・強化が課題となってい
る。
・有機農業を含めた環境にやさしい農業を目指す農業者
が増えているが、専門的な技術指導を行う体制を充実す
る必要がある。
・自給飼料の確保と安定供給の強化のため自給飼料供
給センターの生産量を増やす取組が必要である。
・配合飼料価格の高止まりが畜産農家の経営を逼迫さ
せている。
・繁殖雌牛の頭数減少が今後の生産基盤に懸念され
る。

【多様な担い手育成】
・関係者が一体となって地域計画（目標地図を含む。）の
定期的な見直しを行う必要がある。農地の集積・集約化
の状況を可視化することで、地域で農地を守り、遊休農
地や耕作放棄地を増やさない意識づくりや取組を行うこ
とが重要であるが、話合いに参加する農業者が少ない。
・農業振興公社の安定的な運営が図られるよう、中長期
的な視点で経営を見通しながら、引き続き課題を整理し
ていく必要もある。
・認定農業者の高齢化により、若い担い手の確保・育成
が求められている。
・農業次世代人材投資資金等が、資本整備よりも実態
は生活費に充てられている現状が多いため、資金交付
終了後、農業で生計が維持できるよう、技術面だけでな
く、経営面の指導も重要である。
・外国人労働者やマッチングアプリの活用など農業労働
力の確保に向けた新たな取組を、関係機関一体となって
進めていく必要がある。
・外国人労働者を受け入れる際、人件費とは別に住宅の
確保やその整備等の費用が大きい。

［農業委員会事務局］
基本事業№29

令和６年６月に食料・農業・農村基本法の施行され、国民への食料供給の確保に向け、「国内の農業生産の基盤である農地の
確保」と「農地を適正かつ効率的に利用する者による農地の利用促進」の対応が必要である。
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今後の方向性

継続・現状
維持

（６月中に記入）

今後の方向性

拡大・充実

［農業委員会事務
局］
基本事業№29

前年同様「担い手への農地利用の集積と集約化」、「遊休農地の発生防止と解消」、「新規参入の促進」を重点事項として
取り組む。
また、毎年、農業委員会、農業委員、農地利用最適化推進委員それぞれに目標を設定して農地利用最適化活動の強化
に取り組んでいる。

②-2　政策部会による振り返り（Check）　

政策部会で出された施策に対する意見等（将来像の実現に向けた課題や優先度、市民との協働のあり方など）

【産業振興部会】
施策担当課の記載する方向性のとおり。

［農業委員会事務局］
基本事業№29

遊休農地を早期発見することで借り手へ情報発信し、遊休農地の耕
作に結びついている。
447筆58.69ｈａ分の非農地通知を発送し、現況地目への変更を促すこ
とで、正確な農地情報の整備につなげた。
遊休農地解消対策事業利用で4.2ｈａの農地が再生され農地の有効利
用が図られた。

遊休農地の新規発生が15.6haから60.9ｈａに増えてい
る。また、非農地通知をした農地が48.9ｈａから58.6ｈａと
増えている。結果、遊休農地は4.5ｈａ減っている。農家の
高齢化や担い手不足の対策はしているが、効果が出る
のはまだ先である。「使える農地を使えるうちに使える人
へ」と国は謳っているが「使える人」である「担い手」が減
少しているのが現況である。担い手農家が管理できる農
地にも限界があることから、「担い手の増」がカギとなる。
農業委員・推進委員の農地利用最適化活動の強化をし
て、今耕作している農地を維持して、地域農業の存続に
つなげていかなければならない。

今後の方向性の根拠等（他施策との連携、総合戦略との関連、環境変化等を踏まえ記入）

拡大・充実
［農林水産課］
基本事業№26・

27・28

【農業農村整備】
・基幹的な農道整備による通作条件の改善及び土層改良や区画整理による作物生産性の向上を図る。
・老朽化した農業水利施設の長寿命化対策を年次的に行い、施設の延命化と保全に繋げる。
・県と連携し、早期の工事着手に向け、用地取得等に取り組んでいく。
・多面的支払交付金の活用で地域社会の維持・活性化を目指し、今後も地域の資源を地域ぐるみで保全する体制を構築
していく。併せて取組効果の向上を図るため、土地改良区との連携強化を図る。
【産地づくり】
・サツマイモ基腐病の早期収束を目指し、巡回指導による基本防除対策の徹底を柱に、省力化の実証・普及、補助事業
等による農家への経営対策、被害ほ場の耕作条件改善事業など効果的な対策を計画的に実施し、生産量の確保・農家
の生産意欲の維持を図る。
・島外に向けた流通条件の改善、農林水産物の販売促進及び消費拡大に繋げるため、引き続き生産者の海上輸送費を
支援し、所得の向上を図る。
・「種子島産安納いも」の地理的表示（ＧＩ）保護制度登録を機に、さらなるブランド力の向上等に向け、生産農家、関係機
関一体となった取組を進める。
・さとうきびの多収性品種である「はるのおうぎ」の普及等により反収向上が図られる中、引き続き収穫体制等の課題を検
討し、安定的なさとうきび生産を推進する。
・サツマイモ基腐病の被害拡大に伴いさとうきびへの転換が進んでいることから、さとうきび苗の安定供給を図る。
・さとうきびを収穫するハーベスターが老朽化しているため、計画的な機械の更新に向け課題を整理する。
・農業資材が高騰する中、地域資源としてさとうきびのバガスを活用した堆肥生産など耕畜連携による循環型農業の方
向性や仕組みを検討する。
・園芸産地活性化プランに基づき、地域の気候風土等にあった農産品及び重点品目の振興を図る。
・有機農業に取り組む人の確保や栽培技術を向上するため、今後視察や研修を通じて、有機農産物の生産体制確立を
目指す。
・死因割合の高い疾病予防対策として有効なワクチン接種に対する助成を行うことで、損耗防止に繋げる。併せて家畜伝
染病の予防対策としてワクチン接種に対する畜産農家の意識を高めるため、情報提供や啓発を徹底する。
・飼料価格高騰といった外的要因の影響を軽減するため、地域内飼料生産力の向上を図る。
・公共採草地の生産性向上への取組、代替飼料として期待される飼料用米やWCS用稲（飼料稲）の活用を推進するた
め、稲作農家と畜産農家とのマッチングを図る。
・飼料・肥料価格高騰に対して、農家の負担軽減を図るための支援策を講じる。
・優良血統による繁殖基盤の確立で和牛農家の収益の安定を図るため、あかおぎ牛制度を拡充し優良雌牛の導入を推
進する。また、産子調査等を通じて、購買者等の市場性を踏まえた、優良な種子島産子牛の生産及びＰＲに努める。
・鳥獣被害防止計画に基づき、有害捕獲及び金網柵等の防除を強化し、農作物の被害低減を図る。
・スマート農業を地域に普及するため、県や関係機関と連携し、研修・実証を継続する。

【多様な担い手育成】
・地域計画の定期的な見直しを行い、農地の集積・集約化に向け、地域で農地を守り、遊休農地や耕作放棄地を増やさ
ない意識づくりや取組を行う。
・農業者の高齢化等が進む中、農業振興公社の役割はますます大きくなっていることから、安定的な運営が図られるよ
う、経営安定及び体制強化に向けた支援を行う。
・地域農業の中心的な役割を担う認定農業者については経営改善計画のほか機械等への支援を行うとともに、新規就
農者に対しては、各関係機関で構成されたサポート体制により、巡回等を通じて技術及び経営指導の強化を図る。
・農業労働力不足への対策として、外国人労働者やマッチングアプリの活用など労働力の確保に向けた取組を、関係機
関一体となって進めていく。

 ・外国人労働者を受け入れる際、住宅確保に要する経費への支援を行うことで雇用しやすい環境を推進する。


